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事業企画戦略室 規 程 
 

 （平成１３年１月２４日 理事会制定案承認） 
 平成１３年５月３０日 理事会制定 
 平成１５年３月１８日 理事会一部変更 
 （18.11.24 規則条番号変更による修正） 
 平成１９年１１月３０日 理事会一部変更 
 平成２２年１月２２日理事会一部変更 
 平成２６年９月２６日理事会一部変更 
 

第１条 この規程は、理事会等運営規程に基づき、事業企画戦略室の業務、組織、運営等について定め

ることを目的とする。 

第２条 事業企画戦略室は、公益社団法人地盤工学会規則第１８条に示す事項を掌り、次の業務を行う。 

１）学会の中長期計画に関する企画と事業の継続的実行 

２）学会の部門横断的事業や企画に関すること 

３）学会の倫理綱領に関すること 

４）学会活動の評価、改善に関すること 

５）会長および理事会からの諮問事項等に関すること 

６）関係会議・委員会に関すること 

７）その他、企画運営に関すること 

第３条 事業企画戦略室は、事業企画戦略室長（理事）が座長を務め、事業企画戦略室担当理事および

事業企画戦略室員（以下、「室員」という。）若干名をもって構成し、事務局長および調査基準・

技術推進チームがこれを補佐する。 

第４条 事業企画戦略室は、事業企画戦略室長が招集し、原則として年 4 回開催する。 

第５条 室員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、格別な事情のある場合を除き、再任の限度

は３年とする。 

第６条 事業企画戦略室が管轄する委員会を設けることができる。 

第７条 第６条に規定する委員会委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、格別な事情のある

場合を除き、再任の限度は３年とする。また、委員の選任・交代に当たっては、原則として同一

機関からの重複を避け、職域、専門領域等を配慮するものとする。 

第８条 第６条に規定する各委員会は、事業企画戦略室長および担当理事あるいは室員が分担してこれ

に当たるものとする。 

第９条 この規程の変更は、事業企画戦略室の議決を経て理事会の承認を得るものとする。 

 

付 則 この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 

 

 

注）管轄：指揮、管理下におき統括すること。 

 


